
 

  
 

一

 
 

 

鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
激
甚
災
害
等
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
補
助
制
度
の
追
加 
 
 
 
 

（
第
八
条
第
五
項
及
び
第
十
五
条
の
二
関
係
） 

 

１ 

政
府
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
第
八
条
第
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
鉄
道

に
係
る
災
害
復
旧
事
業
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 

① 

激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
激
甚
災
害
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
特
に
大
規
模
の
災
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

② 

当
該
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
が
、
民
生
の
安
定
上
必
要
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

③ 

当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
が
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
災
害
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度

（
④
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
遡
り
一
年
間
に
お
け
る
当
該
鉄
道
の
運
輸
収

入
に
政
令
で
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

④ 

基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
遡
り
三
年
間
（
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
い
て
当
該
鉄
道
が
そ

の
運
輸
開
始
後
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
輸
開
始
後
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
ま



 

  
 

二

で
の
期
間
）
に
お
け
る
各
年
度
に
欠
損
を
生
じ
て
い
る
鉄
道
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 
１
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
鉄
道
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
配
当
の
許
可
制
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
。 

二 

そ
の
他 

 

１ 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

２ 

一
１
は
、
鉄
道
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日

か
ら
施
行
し
た
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
こ
と
。 

 

３ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。 


